
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

1． 強制貯蓄の禁止とは 

強制貯蓄制度は、使用者が、労働者に対して賃金の全部または一部を強制的に貯蓄させて管理するもので

す。このような制度の下では、労働者の身分的拘束や財産の搾取につながるほか、企業状況により貯蓄金の労

働者への払い出しができなくなるケースが起こり得ます。こうしたことから、労基法 18 条１項において強制

貯蓄を全面的に禁止しています。なお任意の貯蓄金管理では一定条件の下で認められます（同条２～７項）。 

2． 条文解説 

「労働契約に附随して」とは雇入れの条件としてまたは雇入れ後の雇用継続の条件とすることをいいます。 

「貯蓄の契約をさせ」とは、労働者に社内預金をさせたり、使用者の指定する金融機関（銀行、郵便局、保

険会社等）などに預貯金させる契約をすることです。 

「貯蓄金を管理する契約」は、「社内預金契約」と「通帳保管契約」の 2 つがあります。社内預金は、使用

者が労働者の預金を自ら管理するもの、通帳保管は、使用者が労働者名義の金融機関口座等の通帳・印鑑を管

理するものです。 

労基法 18 条 1 項では、労働契約に附随した契約として、貯蓄をさせたり貯蓄金を管理することを禁止して

いますが、同条 2 項以下において、労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する任意の社内預金については、以下

のような規制の下で認めています。 

（1） 労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る（2 項） 

（2） 貯蓄金管理規程を定め、周知する（3 項） 

（3） 厚生労働省令で定める利率以上の利子をつける（4 項） 

（4） 労働者が返還を求めたときは遅滞なく返還する（5 項） 

（5） ５項の規定違反の場合で、預貯金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められる

ときは、使用者は労働基準監督署による中止命令を受けることがある（6 項） 

（6） ６項の中止命令を受けた使用者は、遅滞なく預貯金を労働者に返還する（7 項） 

（7） 保全措置を講じる（賃確法３条） 

（8） 預金管理状況を労働基準監督署に報告する（労基則 57 条 3 項） 

その他、「社内預金制度の運用について」（昭 52・1・7 基発４号）が参考になります。 

3．本条違反 

労基法 18 条１項に違反した場合には、６カ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金に処せられます（労基

法 119 条１項）。又同条７項に違反した場合には、30 万円以下の罰金に処せられます（労基法 120 条１項）。 
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下関商業高校事件 最高裁昭和５５年７月 1０日第一小法廷判決（退職勧奨） 

事案の概要 

下関商業高校事件は、昭和 40 年度末から何年にも及んで、退職歓奨を拒否している高校教諭 2 名に対

して学校長や教育委員会の職員が歓奨をし続けたという事件です。 

昭和 44 年度末には、退職歓奨に応じない旨を示しているのにもかかわらず、3～4 か月の間に計 10 回

以上職務命令として教育委員会への出頭を命じられて、複数人の職員から 20 分から 120 分にわたり

退職歓奨されました。 

また、教育委員会の職員から「優遇措置もないまま退職するまで歓奨を続ける」「歓奨に応じない限り

所属組合の要求にも応じない」などと述べられたりしてさまざまな心理的圧力を加えられました。 

この件に関し最高裁は、異例の数年にわたり歓奨を続けたり、短期間に 10 回以上の退職歓奨や自発的

な意思形成を阻害するような心理的な圧力を加えることは違法な退職歓奨（退職強要）だと判断した。 

 

退職勧奨が違法となる場合は？ 

退職勧奨が違法となる場合は、程度にもよりますが、労働者が退職歓奨を断っているにもかかわらず執

拗に退職を迫ったときです。 

又暴言や脅迫・強要などによって従業員の自由な意思を阻害した場合も違法となる可能性が高いです。 

退職歓奨に関する事項は、労働基準法をはじめとした労働法には記載されてません。しかし、判例上の

見解によると、下記の点を考慮して違法な退職歓奨かどうか判断されています。 

• 本人が対象歓奨を拒否しても退職歓奨を続けているか 

• 面談の回数、時間 

• 退職歓奨の期間 

• 会社側の言動（脅迫や侮辱があったかなど） 

◆金ちゃん先生の一言 『いかに必要であったにしても、任意退職を求める以上、強要にわたる  

              行為が許されないことは言うまでもない。という事ですね。』 

 

金ちゃん先生行状記 知り合いとのラウンドで楽しかったでショウ 

 

 弥生ある日にホームコース「伏尾ゴルフ倶楽部」で※元の 

職場で一緒だった方、顧問先の方と知合いの方の４名でラウ 

ンド、最初予定日は寒く、１週間後に差替えて行ったところ 

ぽかぽか陽気で変更発案者の要請は正解でした。年頃も似通 

って話が弾み、又ラウンドしたいとの声有り。※の方は１５ 

年振りラウンドも昔取った杵柄、好ショットを連発でした！  

◆私は左から（ ）番目⇒当たれば粗品進呈⇒ご連絡を！ 

耳より情報２ 労働判例百選Ⅱ個別的労働関係法 (11)雇用関係の終了 その２ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 １０.３１％ 石川県 ９.８８％ 岡山県 １０.１７％ 

青森県 ９.８５％ 福井県 ９.９４％ 広島県 ９.９７％ 

岩手県 ９.６２％ 山梨県 ９.８９％ 山口県 １０.３６％ 

宮城県 １０.１１％ 長野県 ９.６９％ 徳島県 １０.４７％ 

秋田県 １０.０１％ 岐阜県 ９.９３％ 香川県 １０.２１％ 

山形県 ９.７５％ 静岡県 ９.８０％ 愛媛県 １０.１８％ 

福島県 ９.６２％ 愛知県 １０.０３％ 高知県 １０.１３％ 

茨城県 ９.６７％ 三重県 ９.９９％ 福岡県 １０.３１％ 

栃木県 ９.８２％ 滋賀県 ９.９７％ 佐賀県 １０.７８％ 

群馬県 ９.７７％ 京都府 １０.０３％ 長崎県 １０.４１％ 

埼玉県 ９.７６％ 大阪府 １０.２４％ 熊本県 １０.１２％ 

千葉県 ９.７９％ 兵庫県 １０.１６％ 大分県 １０.２５％ 

東京都 ９.９１％ 奈良県 １０.０２％ 宮崎県 １０.０９％ 

神奈川県 ９.９２％ 和歌山県 １０.１９％ 鹿児島県 １０.３１％ 

新潟県 ９.５５％ 鳥取県 ９.９３％ 沖縄県 ９.４４％ 

富山県 ９.６５％ 島根県 ９.９４％ ― ― 

全国一律 １.５９％（１.６０％から変更） 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、

毎年１回、３月分（４月納付分）から適用される保険料率の見直しを行います。 

令和７年３月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。 

  

この度、その普及を図るため、厚生労働省から、職務給の導入に向けたリーフレッ

ト及び手引きが公表されました。リーフレットでは、職務給を導入している企業や職

務給を支給されている社員が実感しているメリットなどが紹介されています。手引き

では、職務給を導入している企業の特徴、企業・社員が感じている職務給のメリット

のほか、職務給を導入するにあたっての取組み・工夫、職務給の課題が紹介されてい

ます。 

以下で、そこで取り上げられている「企業が職務給に感じているメリット」を紹介

します。 

職務給の導入に向けたリーフレット・手引きを公表（厚労省） 

★大分県を除く 46 都道府県で都道府県単位保険料率が変更されます。また、全国一律の介護保険料率も変更

されますので、結果的にすべての都道府県において、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」が変更される

ことになります。新たな「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を確認しておくようにしましょう。なお、

給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。給与計算に関することについても、ご質問

などがあれば、気軽にお声がけください。 

 

 

令和７年３月分からの協会けんぽの保険料率が決定 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和７年３月分からの協会けんぽの保険料率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１ 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕            は変更あり（大分県以外は変更あり） 

２ 介護保険料率〔全国一律／40 歳以上65 歳未満の方について、１に加えて負担・納付〕 

㊟ 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も

異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。 

･･････････････････企業が職務給に感じているメリット（厚労省のリーフレットより）･････････････････ 

★「個々の企業の実態

に応じた職務給の導

入」は、リ・スキリン

グによる能力向上支

援、成長分野への労働

市場円滑化と並び、三

位一体の労働市場改革

の柱の一つです。 
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豆知識情報  時効（法１１５、法附則１４３－Ⅲ） 

【消滅時効期間】 

① 賃金請求権（②を除く） 5年（当分の間 3年） 

② 退職手当請求権 5年 

③ ①②以外（災害補償、年次有給休暇等）の請求権 2年 

 

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定め

ることとされていますが、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報

酬等に係る現物給与の価額が改正されました。適用は、本年（令和 7 年）４月１日からとなります。 

㊟ 今回は、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。 

★本年４月から、すべて

の都道府県において、食

事で支払われる報酬等に

係る現物給与の価額が改

正されます（一部、据え

置きあり）。現物給与と

して処理している食事代

等がある企業では、改正

の有無とその金額を必ず

チェックしておく必要が

あります。お声がけくだ

されば、令和７年度の現

物給与の価額の一覧表を

ご用意いたします。 

赤字が改正箇所 

職務給の導入を検討している企業、又は導入後の運用に悩んでいる企業におかれましては、上記のリーフレッ

トや手引きを確認しておきたいところです。必要であれば、その内容の説明や具体的な提案をさせていただきま

す。 

「令和７年度の現物給与の価額」が決定 

◆あとがき◆ 三寒四温とは冬季に寒い日が３日程続き、その後４日程温暖な日が続き、また寒くなる 

 というように７日周期で寒暖が繰り返される現象を言います。この春への変わり目ではもっとサイク

ルが短いようですが。予報が当たる昨今、プレー予定日寒ければ、日を変えてラウンドしたいです。

ね。 

 

4/1 ● 改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援対策推進法、改正雇用保険法の施行 

4/10 ● 3 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

 4/15 ● 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限 

4/30 ● ３月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ２月決算法人の確定申告と納税・８月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● ３月・８月・11 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

● 労働者死傷病報告（１月～３月分）の提出期限 

 

お仕事 

カレンダー 

４月 


